
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員の方に新たな技術を身につけていただき、また会員同士のつながり

を強め、就業機会の拡大につなげていくため、各種講習会や、シルバー

事業普及啓発の行事等を、別紙「令和８年度各種講習会・行事等開催予定

表」のとおり予定しています。 

講習会や行事への参加を希望する場合は、必ず 1 週間前までに電話で事

務局に申し込んでください。 

中止や延期となった場合等、申し込みのあった会員には電話等で連絡します。 

事務局だより ５月号 
公益社団法人 

小樽市シルバー人材センター 

一緒に働く仲間(会員）を増やしましょう！ 

当センターの会員数は、令和７年度末で３４３人です。 

(男性会員２４４人、女性会員９９人) 

ご近所やお知り合い、就業等で出会った「元気な高齢者」に、シル

バー事業を紹介して入会を勧めてください！ 

令和５年２月より「新規会員紹介制度」が始まっています。新規の

方を紹介し、その方が入会した場合、紹介した会員と紹介され入会し

た会員の両方に、1,000 円相当の商品券を差し上げます。 

詳しくは事務局にお尋ねください。 

説明会は、毎月第 3 水曜日午前１０時から小樽市民センター(色内 2-

13-5)で開催しています。※変更の場合もあるので確認してください。 

入会説明会ではシルバー事業を詳しく知ってもらい、納得された方

に入会していただきます。 

入会を希望される方より事務局に電話(３３－９８５０)をいただけ

れば、日時・会場・持ち物等の詳しい説明をします。 

会員の皆さんのご協力をよろしくお願いします。 

令和８年度末の会員目標数 ３９５人(うち女性会員１２２人) 

■今後の入会説明会の日程は次のとおり(毎月第３水曜日) 

５月２０日(水）、６月１７日(水)、７月１５日(水) 

８月２１日(水）、９月１８日(水)、１０月１６日(水） ・・・ 

令和８年度開催の講習会や行事等について 



 

 

～ 目指せ事故ゼロ‼ 安全就業 ～ 
安全就業は、シルバー事業にとって最優先される課題です。 

会員の皆さんは安全意識の自覚をもって仕事に取り組んでください。 

※傷害事故※ 

令和７年度の傷害事故は 1件です。 

事故の内容は 

冬囲い作業中、木の枝などを縄で絞っていたところ、縄が切れて転倒した際に右肩を強

打し、右肩じん帯を損傷したものです。 

就業時には、次の点に注意しましょう。 

１． 使用する道具を点検する。 

① 刈払機やチェンソー等、エンジンから異音がないか。 

② 刈払機のナットは締まっているか。 

③ チップソーに亀裂など異常はなく、刈払機に固定されているか。 

④ 脚立などの踏み台は緩んでないか 足場はしっかりしているか。 

⑤ 使用する縄や板など資材に亀裂などはないか。 

２． 蜂の対策。 

① 作業前に、蜂の巣がないか現場を確認する。 

② 作業時の服装は、黒っぽい色や濃い色の服は避け、長そで・長ズボンを着用し、

なるべく肌を出さない。 

③ 蜂に刺されたときは、その場を離れ、病院で受診する。 

 

※熱中症※ 

令和７年度に熱中症で届出があったのは 1件です。 

屋内での清掃作業中に体調不良を訴え、帰宅後発熱があったため病院で受診したところ、

熱中症の診断を受けたものです。 

仕事中は、水分補給をしっかりし、体調管理に気を付けましょう。 

また、一度作業を始めると「無理してでも当日中に終わらせたい」と思いがちですが、体調

不良のときは無理をせず、周りの人に伝えてください。 

病院で、熱中症の診断を受けた時は事務局に連絡してください。 

 

 

 

 

令和８・９年度 わがセンターの安全標語  

さあやるぞ 安全確認怠るな 今日も無事故で安全就業 

作 大髙 正和 会員 



 

 

※賠償事故※ 

令和７年度の賠償額が３万円以上の賠償事故は６件発生しました。 

６件の内、５件が除草作業での刈払機による飛び石の事故です。 

また、３万円未満の賠償事故は５件発生し、４件が刈払機で灯油の配管を破損させる事故で

した。 

刈払機を使用するときは、次の点に注意しましょう 

① 作業前に、発注者に灯油の配管などの危険な個所を聞き、作業現場を確認する。 

② 近くに車があるときは、移動をお願いするか、移動できないときは近くで刈払機を

使用しない。 

③ ガラスのそばで刈払機を使用するときは、ガラスを養生するか、刈払機を使用しな

い。 

④ 作業が終わったら、もう一度現場確認する。 

 ・家や車のガラスの確認。 

 ・灯油の配管の確認。 

※灯油配管を破損したときにすぐ元栓を止めると配管の修理だけで済みますが、その

まま放置しタンク内の灯油が地面に浸透した場合には灯油の賠償の他、土壌改良が

必要となったときには多額の工事代がかかります。 

 

賠償事故保険の免責について 

賠償事故に対応するため、センターでは賠償責任保険に加入しており、賠償責任保険には免

責があります。 

除草作業については事故が多く、除草作業時の事故のみ免責額が５万円となりましたので、免

責額の半額は会員負担となります。 

除草作業の免責は５０，０００円(会員負担 最高２５，０００円) 

   除草作業以外の作業の免責は、令和 7年度と同じ３０，０００円(会員負担 最高１５，０００円) 

チップソーの斡旋について 

刈払機使用時の飛び石による事故が、令和７年度５件発生するなど、賠償事故のほとんどを占

めています。 

そのため、今年度は、飛び石を軽減する効果がある「石トバサーズ」を斡旋します。 

１枚１，２５０円（定価１，５４０円 センター助成２９０円）です。 

※１，２５０円は例年斡旋している「草刈の鉄人」の令和８年の単価です。 

 

石トバサーズ 230m×32P 

 ・石飛を抑えた日本製チップソー 

 ・刃の高さが低く、従来品に比べ石飛が減少 

 ・キックバックが起きにくく作業中も安心 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

夏の小樽最大のイベント「おたる潮まつり」。 

当センターでは、令和 7 年度は希望する会員が少なく、残念ながら不

参加となりましたが、今年度は参加します。 

今年度の「第 60 回おたる潮まつり」は、７月２４日(金)～２６日

(日)に開催される予定です。 

多くの会員で潮ねりこみに参加し、会員一丸で祭りを盛り上げ、 

シルバーパワーを市民の皆さんにアピールしましょう！ 

記 

１ 日時     令和８年７月２５日(土) 時間未定 

※午後２時から４時の間のスタート希望で申し込み予定 

２ 募集人数  多くの会員の皆さんの参加を 

お待ちしています。 

３ 衣装     オリジナルの「法被」を５０着用意し、 

無料で貸し出します。 

当日はこの法被を着て小樽の夏を盛り上げましょう！ 

４ 受付     参加を希望する方は、５月２９日(金)までに事務局 

に電話で申し込んでください(☎33-9850)。 

５ その他   潮踊りの練習と打ち合わせは、７月２1・２２日(火・

水)の午後３時からセンターで行います。 

※ねりこみの集合場所・出発時間等の詳細は打ち合せの際にお知らせします。 

※ねりこみ中に啓発グッズの配布などのお手伝いだけの方も大歓迎です。 



 

 

 
爽やかな緑の季節がまいりました 

ボランティア活動・安全大会に参加しませんか？ 

シルバー人材センターは、働くことやボランティア活動等のさまざまな社

会参加を通じて、健康で生きがいのある生活の実現と、地域社会の活性化や福

祉の向上に貢献することなどを目的とする公益的・公共的な団体です。 

このため、当センターでは、地域社会への貢献とシルバー人材センター事業

の PR を兼ねて、平成１９年度から毎年１回、小樽市総合博物館において「除

草・清掃ボランティア作業」を行っています。 

今年は下記により実施しますので、どうか趣旨・目的をご理解いただき、ご

協力をくださいますようお願いいたします。 

記 

■日  時：令和８年 6 月１６日(火) 

午前９時から午後 3 時頃まで 

■場  所：小樽市総合博物館(手宮 1 丁目 3－6) 

 

■作業内容：①総合博物館及び手宮洞窟保存館周辺の除草 

※除草については刈払機、手刈のほか、刈草の収集もあります。 

②総合博物館屋外展示物等の清掃 

 

■そ の 他：ご自身の刈払機を使用する方には「替刃」、「混合油」を支給 

します。 

※昼食時にお弁当と飲み物を用意します。 

 

■参加出欠：令和８年５月２９日(金)まで 

お弁当の準備の都合がありますので、参加を希望される方は

事務局までご連絡ください(電話 33-9850)。 

 

 



 

 

令和８年度 街頭啓発活動の実施について 

シルバー人材センター事業を小樽市民の皆さんに広め、会員拡大・受注強化のため、街

頭啓発を 6月と 10月の２回、年金支給日に合わせ市内 3か所で実施します。 

会員の皆さんの多くの参加をお願いいたします。 

１ 街頭啓発活動拠点及び集合場所 

① 小樽駅前周辺 ②北洋銀行小樽中央支店周辺 

（集合場所：①、②ともに北洋銀行小樽中央支店向いサンモール一番街ローソン横） 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

③朝里郵便局周辺 

（集合場所：朝里郵便局横の 
ホクレンショップ裏の駐車場入口） 

２ 実施日時   

㋐第１回：令和８年 ６月１５日(月) 

㋑第２回：令和８年１０月１５日(木) 

※いずれも、午前 9 時 50 分集合、 

10 時開始で、各地図の集合場所に 

お集まりください。 

（終了予定 11 時頃） 

 

３ 申込受付 

参加していただける方は、お名前と配布場所をお知らせください（電話：33-9850）。

申込期限：⇒ ㋐第 1 回： 6 月 8 日(月)まで  ㋑第 2 回：10 月 8 日(木)まで。 

 



 

 

 
業務引継ぎ時の会員業務委託料(配分金)について 
 

新年度を迎え、指定業務や会員の退会により、新たに就業する会員への業務

の引継ぎが行われています。 

令和 7 年度までは、新しく就業する会員には、引継ぎ時の会員業務委託料(配

分金)が支払われていませんでした。 

令和 8 年度より、施設の夜間管理などの業務では、引継ぎは長時間おこなわれ

公平性を欠くため、センター業務委託料(事務費)で負担することとしました。 

例:会員業務委託料(配分金)を支払われます。 

 ・9時から 12時までの清掃業務を、就業中の会員と一緒に時間内作業した。 

 ・17時から翌 8時までの夜間管理で、17時から最後の見回りの 21時まで、 

一緒に作業し帰宅した。等 

ただし、就業中の会員に、作業現場で 1 時間未満の簡単な説明を受けた場合

は、会員業務委託料(配分金)が支払われません。 

※発注者との事前の打合せや見積のための下見は対象となりません。 

※就業時の確認など、すでに就業している会員同士での現場打合せは対象と

なりません。 

令和 8年 4 月からの就業のための引継ぎを 3 月以降に行い、対象となると思わ

れる方は事務局へ連絡してください(33-9850)。 

 

サークル活動について 
「趣味や特技を生かしたサークルを作っては？」と 4月 23日に開催された理事

会で提案がありました。 

就業や講習会等以外ではあまり話す機会の少ない会員同士が、趣味や特技

を生かしながら仲間づくりや健康づくりなどに役立つようなサークルを目指しま

す。 

また、仕事ができなくなってもサークルに席を置いて、会員を継続できることも

考えています。 

現在、会員理事の皆さんで発起人委員会を立ち上げる予定です。 

まずは、気軽にお菓子作りや手工芸から始め、今後の活動方針を参加者の皆

さんと話し合っていこうと考えています。 

内容や日程等は、決まり次第「事務局だより」や「会員クラウドサービス」で皆さ

んにお知らせします。 

ご意見やご要望がありましたら事務局へ連絡(33-9850)してください。 

 



 

 

 
会員クラウドサービスについて 
令和 8 年 4 月 23 日現在、クラウドサービス無料キャンペーンにより新たに 110

名の会員が加入され、合計で 192 名の会員(55％)がクラウドサービスに加入し

ています。 

スマホをお持ちの会員で、「扱いが面倒そう」・「スマホの使い方がわからない」

等の理由で加入を見送った方も、9 月までのキャンペーン期間内に加入いた

だければ年会費を収めた方にはお戻しします。 

この機会に、ぜひ加入についてご検討ください。 

 

※すでに加入いただいている会員の皆さんへ 

 ・配分金明細や講習会・サークル活動などは、随時会員クラウドサービスにア

ップしていきます。 

 ・会員クラウドサービスには、アップした際のお知らせ機能はありませんので、

週に２・３回は会員クラウドサービスをご覧ください。 

 

下記の手順で会員クラウドサービスに接続できます。 

自分でできないときは連絡の上、センターにお越しください。 

自分でクラウドサービスに接続し、明細書等郵送不要となった方も必ず

連絡してください 

 


